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12－13 世紀におけるポンテュー伯の文書と文書局 ―伯の統治に関して― 

 

                                                                    大浜聖香子 

 

はじめに 

1. フランスの領邦研究と文書局研究 

19 世紀から 20 世紀初頭の制度史、20 世紀の領邦内部の機能や各時期のコンテクストと結びつけ

る視点を経て、20 世紀後期になると「発展史観」からの脱却により、王権や諸権力との共生関係や

「諸侯国家」としての性格への関心が生じた。方法論の上でも、領邦を構成する諸権力の具体的機

能を検討するため、プロソポグラフィーが流行した。近年著されたニウスのサン・ポール伯研究は、

中規模伯領を研究対象として採り上げている。最終的に王権などに吸収されたことから積極的評価

を与え難い存在であった中規模伯領を、諸権力の相互関係の展開の場として位置づけ直し、統治史

と地域史的関心を結びつける試みである。 

こうした領邦の統治組織研究の潮流において、君主の文書局は重要な検討対象である。文書に現

れる書式や人名等の情報から、君主の宮廷の人的構成や、統治における文書行政の制度化が追跡可

能である。例えば王文書や王文書局は、王権の制度史の一環として研究されてきた。ルマリニエや

ブルナゼルによる 12 世紀の王権研究は、文書の言及から、権力主体の周囲に形成される人間集団の

あり方と、その時期的変遷を検証するモデルの代表である。 

北フランスの君主の文書局研究は、未だごく少数に留まっているが、代表例としてはプルヴニエ

によるフランドル伯文書集の刊行がある。彼は 12 世紀末から 13 世紀の伯文書と文書局を、他のヨ

ーロッパ諸国との関係から検討し、フランドル伯文書局の早熟性やイングランドの影響を明らかに

した。また近年ニウスがサン・ポール伯文書集を編纂し、伯文書局のフランス王権からの影響を指

摘している。 

 

2. ポンテュー伯と伯文書集  

本報告ではポンテューPonthieu 伯領を対象とする。ポンテュー伯領は、11 世紀初頭から 1279 年ま

でピカルディ地域に存在した中規模領邦である。サン・ポール伯領に接し、同規模であるため、ピ

カルディ地域における比較の対象となり得る点、『ポンテュー伯文書集』が刊行され、まとまったか

たちで研究が可能である点で適している。 

ポンテュー伯は 11 世紀初頭、サン・リキエ修道院の守護職のユーグという人物に始まる。12 世

紀初頭、ノルマンディの有力家系ベレーム家が相続した後、12 世紀後期、ジャンとギョーム 2 世の

時期には、伯の発給文書が飛躍的に増加し、領内の伯権を強化する動きが開始される。その後 1290

年の最後の相続人エレオノールの死により、ポンテュー伯領は最終的にイングランドに併合される

というように、ポンテュー伯は外部の状況に左右され展開した。 

ブリュネル編纂の『ポンテュー伯文書集』には、1026 年から 1279 年の 479 通の伯文書が収めら

れており、中世盛期の北フランスの一君主の文書集としては、他に類を見ないほど整備された文書

集である。ブリュネルはポンテュー伯の文書局の存在を指摘しているが、文書局の実態や具体的活

動については触れていない。 

そこで本報告では伯文書集を用いて、文書発給における文書局の活動と、文書局作成文書の形式

を検討し、文書局と伯の統治の展開を関連づけることを目指す。なお文書の大半が作成され文書局

への言及が現れる、12 世紀後期から 13 世紀前期、ジャン Jean、ギョーム 2 世 Guillaume II、マリ

Marie の 3 人の伯の在位期を対象とする。 
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I. ポンテュー伯文書の概観：形式、内容、受益者               

伯文書の形式ブリュネルの分類に準じて、伯文書の形式と時代毎の変化、文書の内容を概観する

と、伯文書は大きく 3 種類に分類される。まずは法的効力の立証部分を持たない 3 人称形式の notice

がある。この形式はジャンの時期にのみ僅かに存在し、1163 年以降は現れない。続く一人称形式の

charte は最も頻繁に用いられる形式であり、どの在位期においても発給文書の内 7 割以上を占めて

いる。最後に、簡潔性が高く特定の宛先と挨拶の文句を備えた lettre が 13 世紀に増加する。また行

政命令文書 mandement は全 9 通残存しており、その内 8 通は 1230 年以降に作成された。（図 1 参照） 

伯文書の内容に関しては、まずはフランス王、フランドル伯、アミアン司教等の有力君主宛文書

が挙げられる。文書の内容は、伯領の返還や領地の分割、売却、封建関係に関するものなど多様で

ある。また慣習特許状、諸領主の寄進・贈与・売買などの確認文書、vidimus といった文書が発給さ

れている。最も多く作成された文書は、伯による寄進・贈与文書である。伯は特定の親密な教会へ

の寄進・贈与を恒常的に繰り返し、同時に新たな教会との関係の構築にも励んでいた。 

 

II. 文書局における文書作成：伯の文書行政  

これらの伯文書がどのような形式で書かれているのかの検討に際して、まず文書局作成文書と受

益者作成文書の選別を行う。同じ伯の下で発給された文書の冒頭定式を照合し、異なる受益者に宛

てた文書同士に高い同一性が認められる場合、文書局作成文書と判断する。選別の結果３名の伯の

文書 328 通の内、文書局作成は 220 通、受益者作成文書は 77 通という結果を得た。ジャンとギョー

ム 2 世の間に文書発給数が倍増している。そしてジャンの時期は受益者作成文書が多いのに対して、

ギョーム 2 世の時期には文書局作成文書が多数を占めている。（図 2 参照） 

次に、文書局における作成業務の定着過程や、伯の統治への関心の現れに着目しながら、各伯の

時代の文書形式の特徴的な点を、文書を構成する部分毎に検討する。書記たちは、過去の文書の下

書きや書記の記憶に蓄積された豊富な書式を思い出し、組み合わせて用いていた。これらの結果、

視覚的に高い均質性を持つ文書が作成されたといえる。 

 

ジャン在位期の伯文書局の特徴として、まず invocation の使用が挙げられる。8 例の文書で 2 種類

の invocation 書式が認められる。より古い書式はフランス王文書の書式と同一である。そのためこ

の書式からは、文書局が受益者作成文書を参考に、フランス王権の書式を模倣した可能性が指摘で

きる。 

次に preambule に関しては、コミューン文書において特定の書式が使用されていた。ポンテュー

伯のコミューン文書は、1184 年にアブヴィルへの発給が初の事例である。その後 1218 年までの 8

通のコミューン文書に、アブヴィルの文書を元にした書式が用いられている。このことからも伯文

書局が過去の事例を参照していたといえよう。 

corroboration 部分では、1155 年に初めて伯の印章が付された文書が現れる。ただし印章の告示と

添付が一式となる習慣はまだ定着していない。興味深い点として、ジャンの時期の文書には、アミ

アン司教の印章が付加されている事例が存在する。これは伯文書に備わる法的効力が未熟であり、

司教の印章の追加によって、文書の効力を補強する必要があったからだと考えられる。 

 

ギョーム 2 世期における特徴は、まず suscription において、1203－4 年を境に、ポンテュー伯を

示す肩書き comes Pontivi に、et Monsteroli という単語が加わる点である。当時のモントルイユはフ

ランス王領地であり、ポンテュー伯はこの地点における正当な権利を有していなかった。それ故伯
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の称号へモントルイユを追加したことは、モントルイユへの伯の統治の意欲の表れと捉えることが

可能である。更にこの肩書きは、フランス王や他の君主宛の文書では用いられていないことから、

伯の有力者に対する配慮も窺える。 

corroboration においては印章の告示が習慣化し、文書の約 8 割に現れる。1214 年には presens 

scriptum sigilli mei munimime roboravi という書式に定式化する。同様に 1216 年には In cujus rei 

testimonium という書式が登場し、表現が簡略化の傾向を示している。印章が恒久的効力を有すると

いう理解が、ポンテュー伯の周囲においては、この時期に浸透したといえよう。 

 

マリ期にはギョーム 2 世期に生じた現象が定着し、文書発給のルーティン化が進む状況が以下の

点から窺える。発給文書全体の約 4 分の 1 が lettre 形式をとり、文書局発給文書に限定しても約 2

割強が lettre の形式である。そして mandement の使用が、この時期から本格的に開始される。 

exposé, dispositifに関しては、内容が簡潔になる傾向にある。その顕著な例として 1239年 10月に、

マリ時代の文書局発給文書の 3 割弱にあたる 23 通の文書が、ほぼ同一の簡潔な内容で同時に作成

され、一度に各地へ発給された。 

corroboration は約 9 割の文書で登場し、ギョーム 2 世の時期に現れた書式の定着が確認できる。In 

cujus rei testimonium 書式は、マリ時代には、半数以上の 51 例に用いられている。この書式は lettre

形式よりも charte 形式の文書で多く採用されている。このことから charte にも、lettre や mandement

のように簡略性が求められるようになったと推測できる。presentes litteras sigilli mei munimime 

roboravi の書式も用いられており、印章の告示のうち、約半数が一定の書式に統一されている。 

 

III. ポンテュー伯文書局と文書局構成員 

最後にこれまで検討してきた伯文書を製作した人間について検討する。伯文書局の開始時期につ

いては、まず 1129 年の文書の証人欄に、伯の聖職者の肩書きを持つ人物が登場し、続いて 1155 年

に文書局による文書の確認を示す文書局書式の言及が初めて登場することから、12 世紀中期には伯

文書局が活動していた可能性が存在する。 

伯文書局の構成員に関しては、ジャンとギョーム 2 世文書の証人欄から、9 人の書記の名前が確

認できる。彼らの肩書きは登場する文書によって異なり、その身分については、文書の証人欄から

はほとんど情報を得ることはできないが、証人欄で servientes meiとして列挙される場合があるため、

伯の家政に関わる人間であったと推測される。また decanus の肩書きを持つ事例が存在することか

ら、伯と関係ある教会の人間も関与したと考えられる。書記は伯文書を作成するだけではなく、伯

の統治活動のあらゆる業務に携わる人間であった。また年平均の作成数が僅か 5 通であることから

も、書記たちが文書作成のみに専念していたわけではないと思われる。これらの書記たちによる文

書局の活動を示す文書局書式は、1155 年から 1218 年の間に 45 通が残されている。ジャンからギョ

ーム 2 世の時期にかけて、文書局書式は、受益者による模倣や、文書局作成文書と同時並行的に記

されるようになり、文書局の作成責任者の確認が文書の効力を保証すると見なされるようになった

と考えられる。 

この文書局責任者として、ジャン、アンゲラン Enguerran、ジャン（一人目とは別人）という３人

の人物が確認できる。彼ら 3 人のみが、カンケラリウス cancellarius の肩書きを伴って現れることか

ら、伯の文書局では、カンケラリウスが文書発給責任者として見なされていた可能性がある。そし

てカンケラリウスの登場回数 5 例のうち 4 例は 1205 年から 10 年に集中していることから、13 世紀

初期に文書局の活動や人員の上下関係の整備が進んだと思われる。さらに 13 世紀になると、印章の

付加や、それに関する書式の定着に伴って、印章を扱う専門的役職もまた登場した。1214 年の文書
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では、Johennes Salmustels という人物が伯の印章管理職を世襲で務めている。 

 

おわりに 

ポンテュー伯の文書局の開始時期は 12 世紀中期と推定される。これは、フランドル伯の 1136 年

やサン・ポール伯の 12 世紀末と比較しても遅い方ではないだろう。また、12 世紀末期から 13 世紀

初期に文書局の機能を示す書式が登場する。文書局の構成員たちは、伯の家政出身者であると同時

に伯の種々の実務や統治活動に携わっていた。これは伯の家政役人たちが、公の活動として現れる

ようになる状況を跡づけている。更にカンケラリウスの存在から、13 世紀初期の文書局にはある程

度の上下関係や制度化が進んでいたといえる。ただし、ポンテュー伯文書局においては、カンケラ

リウスの使用は積極的ではなく、更にカンケラリウスと同時に印章管理職が別に置かれていた。伯

はこれらの役職や文書局の人員を自由に扱える、優位な立場にあったと考えられる。 

この文書局構成員と統治役人の不可分性は、伯文書局作成文書の書式に、政治的要因が反映され

ている点にも現れている。伯文書作成において、mandement の使用や、コミューン文書の積極的授

与、伯の称号の変更などからは、ポンテュー伯の統治への意欲が垣間見られる。他方 invocation 書

式の模倣や、肩書や adresse の配慮からは、伯のフランス王権からの影響や、王権への配慮といった、

王権との関係も窺える。こうした伯の文書局によって作成された文書は、伯権の強化の過程と連動

し、伯の統治の手段として機能し、統治制度の一翼を担ったのだった。 

この事例を、より広い政治史的背景と関連させると、ジャンとギョーム 2 世の時代のポンテュー

伯は、男子相続人が連続し安定した時期である反面、外部ではフランス王とフランドル伯の対立、

フランス王とイングランドの対立、ブーヴィーヌの戦い等、上位権力が激しく争う時期であった。

このような状況で、ポンテュー伯は外部権力の動向に配慮しつつ、伯権の強化と統治の進展を試み

た。そのために、伯の統治に関与する役人が一丸となって統治を支える必要の下、文書作成業務と

文書局の緩やかな整備化は進められたといえるだろう。 

 

 

  合計 ｎotice   charte   lettre   不明   

ジャン 1149-1192 64 4 6.3% 51 79.7% 4 6.3% 5 7.8% 

ギョーム 2世 1192-1221 151 0   120 79.5% 19 12.6% 12 7.9% 

マリ  1221-1250 113 0   80 70.8% 28 24.8% 5 4.4% 

  328 4 1.2% 251 76.5% 51 15.5% 22 6.7% 

図１：伯文書の類型 

 

  合計 文書局作成   受益者作成   不明   

ジャン 1149-1192 64 26 40.6% 34 53.1% 4   

ギョーム 2世 1192-1221 151 104 68.9% 31 20.5% 16 10.6% 

マリ 1221-1250 113 90 79.6% 12 10.6% 11 9.7% 

合計 328 220 67.1% 77 23.5% 31 9.5% 

図２：伯文書の作成ごとの分類 
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